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令和８年度 新潟市秋葉区社会福祉協議会 事業計画 

 

Ⅰ 基本方針 

 

 昨今、少子高齢化を背景とする人口減少の進行、単身世帯の増加、地域のつなが

りが希薄化していることなどにより、地域福祉を取り巻く環境は一段と厳しさを増

しています。加えて、物価高騰や雇用環境の変化、自然災害への対応など、地域住

民が抱える生活課題はさらに多様化・複雑化しています。 

こうした状況を踏まえ、秋葉区社会福祉協議会は、誰もが住み慣れた地域で自分

らしく暮らし続けられるよう、世代や分野を超えて支え合う「地域共生社会」の実

現に向けて、地域住民や行政、関係機関との対話と協議を重ね、地域の実情に応じ

た取り組みを着実に推進します。 

事業の展開にあたっては、引続き、第３期「秋葉区地域福祉計画・地域福祉活動

計画」で策定した地区ごとの地域福祉活動計画を地域住民、自治会・町内会、地区

社会福祉協議会、地域コミュニティ協議会、民生委員児童委員、他の社会福祉法人

及び各種団体とこれまで築いてきた地域での様々な見守り活動を活かした住民の

主体的な「地域福祉活動」や「支え合いのしくみづくり」を支援してまいります。 

また、多様化する地域生活課題に対応するため、コミュニティソーシャルワーク

（CSW）機能を活かし、区役所・関係機関・団体とのネットワークの強化を図り、生

活上の課題を抱える個人や家族への「個別支援」と、孤立を防ぎ地域全体の支援力

を高める「地域支援」を一体的に展開し、重層的かつ包括的な支援体制の整備を進

めます。 

令和８年度は、「市社協福祉ビジョン」ならびに「秋葉区地域福祉計画・地域福祉

活動計画」の計画期間における最終年度であり、極めて重要な年となります。これ

までの取り組みの成果と課題を的確に検証するとともに、次期計画への円滑な移行

を見据え、地域福祉推進の基盤強化と持続可能な体制づくりを着実に進めていきま

す。 
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Ⅱ 重点目標 

 

１ 地域福祉活動計画の推進 

各地区の地域福祉活動計画を着実に進めるとともに、自治会や地区社協、民生

委員など関係者との連携を強化しながら支え合いの仕組みを充実させます。活動

の進捗を定期的に確認し、成果と課題を共有しつつ、振り返りを通じて改善を図

り、地域に適した活動へと発展させます。また、次期計画への移行を見据え、住

民参加と協働の体制づくりを進め、持続的な地域福祉の推進を図ります。 

 

 

２ コミュニティソーシャルワークの推進 

   制度の狭間に置かれ支援につながりにくい生活困窮世帯や、社会的に孤立する 

世帯などからの相談に応じるため、コミュニティソーシャルワーカーを中心に、 

区民向け啓発と関係機関の理解促進と連携強化を図ることで、生活上の課題を抱 

える個人や家族に対する支援と、孤立を生まない地域づくりの双方を推進します。 

 

※コミュニティソーシャルワーク 

    「困りごとを抱えた人を必要な支援につなぐ個別支援」と、「地域で潜在化している 

   そうした人を見つけて相談する仕組みやその課題を解決するための仕組みをつくる地 

域支援」を関係機関や地域住民との連携チームによって一体的に行う取り組み。 

 

 

３ 災害時等非常時体制の整備 

  これまでは、関係機関や地域と連携した災害ボランティアセンター設置訓練を 

中心に災害対応、平時の見守り・支え合いの重要性を学ぶ研修会の実施や、災害 

対応マニュアルの整備を行ってきましたが、地域との災害連携を深める出前講座 

の充実や、関係団体・機関・企業の強みと弱みを共有する研修・訓練を実施し、 

平時からの連携強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋葉区地域福祉計画・地域福祉活動計画（2021～2026） 

 人がつながり ともに支えあう やさしいまち 

      1 「明るく元気な地域づくり」  ２ 「安全で安心な地域づくり」 

3 「健康で豊かな地域づくり」  ４ 「相談しやすい体制づくり」 
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Ⅲ 事業概要  －財源参考表記－（財源）８年度予算額［７年度予算額］／単位：千円 

 

１ 地区社協等との協働による地域福祉の推進 

  地区社協（コミ協）、自治会・町内会、福祉施設等の団体による福祉活動の活性 

化を図るため、地域の取り組み状況に応じた支援等を行い、地域生活課題の解決 

に向けた地域づくりの実践に努め、「ともに生きる豊かな地域社会」の実現を目指 

します。 

 

（１）地区社協活動交付金事業（会費）３，５５１［３，６１８］  

地区社協（コミ協）、自治会・町内会等が中心となり実施する多世代交流や見

守り、助け合い活動を進めるため、秋葉区内の１１地区社協に対し、前年度会

費納入額総額の３０％の範囲で一定額を活動交付金として交付します。 

 

 

 

 

 

（２）地域ふれあい事業 （会費）９７０［７８３］ 

地域のつながりや見守り活動を進めるため、自治会・町内会が実施する多世

代交流事業等に助成を行います。 

 

（３）歳末たすけあい事業（共同募金）１，８０３［２，２５２］ 

①地域・施設歳末たすけあい事業 

歳末たすけあい募金を財源として、地区社協（コミ協）、自治会・町内会、 

福祉施設等が主催する地域住民との交流事業に助成を行い、地域のつなが

りや見守り、助け合い活動を推進します。 

 

②歳末除雪たすけあい事業 

歳末たすけあい募金を財源として、見守り意識の醸成と身近な地域にお 

ける助け合いの輪が広がるよう、住民同士（自治会・町内会）の除雪活動 

に必要な備品の購入等を対象として助成を行います。 

 

（４）福祉団体助成事業（会費）１００［１００］ 

区内で活動する団体へ事業費を助成し、事業が円滑に行えるよう支援します。 

 

 

 

計算方法  各地区の前年度会員会費納入額×25％ 

＋ 前年度会員会費納入総額×5％÷11（地区） 

＋ 
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(５）【重点】地域福祉活動計画推進事業（会費・共同募金）１，９６２［１，２７２］ 

地区ごとに座談会を開催し、各地区の地域福祉活動計画の取り組みについて

振り返りと評価を行い、地域福祉活動計画の推進と、地域の支え合いのしくみ

づくりが一体となって進むよう、関係機関と連携しながら支援を行います。 

また、地域の主体的な福祉活動を計画化し、次期地域福祉活動計画の策定を

行います。 

 

(６）区社協福祉推進会議の開催（共同募金）１３３［１０２］ 

地域における支え合い、助け合い活動を推進するため、自治会・町内会長等

を対象に区社協福祉推進会議を開催し、秋葉区社協で実施している地域福祉活

動に関する情報共有と意見交換等を行います。 

 

(７)地域包括ケア推進事業【市受託事業】（受託金）８，８４７［１２，２０５］ 

秋葉区における支え合いのしくみづくりを進めるため、第１層（区域）及び

第２層（新津第一・第二圏域、新津第五圏域）の支え合いのしくみづくり推進

員（生活支援コーディネーター）を配置し、協議体の運営を行います。また、

地域住民や関係機関と連携・協働による地域課題の解決に向けた「秋葉区地域

福祉計画・地域福祉活動計画」の推進と「支え合いのしくみづくり」を一体的

に展開します。 

 

 

 

２ 見守り・生活支援の推進と総合相談支援体制の整備 

  身近な地域で住民による見守りや生活支援の取り組みを推進するとともに、経

済的な困窮のみならず、様々な生活課題を抱える世帯やひきこもり状態にある家

族からの相談などにも対応ができるよう、区役所・関係機関等とのネットワーク

を活かし、重層的支援体制の構築を進めます。 

 

（１）友愛訪問事業（共同募金）７１０［９８０］ 

見守りが必要な７５歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象に、民生委員・児

童委員等の協力により、見守りや安否確認を行います。 

 

（２）歳末見守り事業（共同募金）７３５［１，０７８］ 

歳末たすけあい募金を財源として、友愛訪問事業を利用している世帯を対象

に、孤独感解消と安否確認を目的として、地域と連携した歳末見守り事業を実

施します。 
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（３）子育て支援事業（会費・共同募金）２９１［２６０］ 

子どもの居場所づくりを行う団体等を支援し、地域全体で子どもを見守り、

健やかに育つ地域づくりを推進します。 

① 子どもの居場所づくり活動団体支援事業 

子どもたちがひとりでも立ち寄れる、安心して利用できる居場所を運

営している団体、若しくは立ち上げを検討している団体への相談や講座

開催、助成等を行います。 

 

② 子どもの居場所関係団体情報交換会   

子どもの居場所活動団体との情報交換を行い、日頃の悩みや活動内容

についての情報の共有を図るとともに、こどもの居場所に関わるアンケ

ート調査の結果を基に、地域づくりについて検討します。 

 

（４）緊急情報キット配布事業 （会費・共同募金）２７５［２２３］ 

７５歳以上のひとり暮らし高齢者世帯、ひとり暮らし障がい者世帯等の緊急

時（救急車搬送等）の対応のため、地区社協（コミ協）等が中心となって、地

域コミュニティの中で一体的に取り組む見守り活動を支援します。 

 

（５）地域の茶の間（サロン）事業（市補助金・会費・共同募金）２，３９２［２，２８５］ 

自治会・町内会など身近な地域で運営する地域の茶の間（いきいきサロン）

の立ち上げや運営の支援を行います。また、運営団体を対象とした研修会を開

催します。 

 

（６）【重点】コミュニティソーシャルワーク推進事業（共同募金）５６７［２，０２３］ 

制度の狭間にある課題を抱える生活困窮世帯や孤立する世帯などの相談に応

じ、区社協に配置するＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）を中心に、

関係機関との連携強化を図り、生活課題の解決に向けた支援を行います。 

【主な事業・講座】 

① ひきこもりを学ぶ講座（一般、専門職向）     ［年１回］ 

② ひきこもり家族の懇談会（家族支援）       ［年３回］ 

③ ひきこもり支援連絡会              ［年１回］ 

④ 専門職ネットワーク会議 

⑤ 地域住民啓発事業（生活課題に向けた啓発講座の開催） 

⑥ ごみ出し支援事業（新津清掃社の社会貢献による個別支援） 

⑦ 入学準備支援事業（小・中学校／非課税世帯のひとり親世帯対象） 

⑧ 生活困窮者緊急生活支援事業 
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（７）心配ごと相談事業（会費・共同募金）７７１［７２９］ 

生活上の悩みごとや福祉の相談に広く応じるため、毎週２回（月曜・金曜）、

新津地域交流センター２階相談室において開設し、あらゆる心配ごとについて、

寄り添い、適切な助言や専門機関を紹介するなど、相談者の安心した暮らしに

つながるよう相談援助活動を行います。 

 

（８）生活福祉資金貸付事業【県社協受託事業】（受託金）３５［３５］ 

低所得者や障がい者世帯・高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援

を行うことにより世帯の自立・更生・社会参加を促します。生活福祉資金の貸

付のみならず、必要に応じて生活困窮者自立支援制度を活用することにより効

果的に相談者の自立促進を図ります。 

 

（９）特例貸付償還フォローアップ支援事業【県社協受託事業】 

    コロナ禍における特例貸付借受世帯の自立・更生・社会参加の促進を図るた 

め、相談支援や生活課題の把握を行うとともに専門機関と連携して償還支援に 

取り組みます。 

 

（10）行旅人旅費貸付事業 （その他）３［３］ 

紛失等で所持金を無くした行旅人の申請により、目的地までの交通費の一部

を貸付します。 

 

（11）高校進学のための相談支援事業（寄付金）７［６］ 

新潟市社協の一体的な取り組みとして、市内の中学生を対象に学校を通じて

高校進学に係る経済的な支援情報の一覧表を配布し、学生・保護者に情報が行

き渡るよう周知するとともに、個別の相談に応じます。 

 

（12）社会福祉法人等ネットワーク事業（会費）７３［４４］ 

秋葉区内の社会福祉法人等の研修会や情報交換会をとおして、地域住民と社

会福祉法人等が連携して地域課題に取り組むことで、支え合いの地域づくりを

進めます。 

 

（13）日常生活自立支援事業    

認知症高齢者、障がい者等で判断能力が不十分な方が住み慣れた地域で自立

した生活が送れるよう福祉サービスの利用援助や生活を維持するための預金払

い出し（代行）などを契約により支援します。 
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（14）ふれあい福祉サービス事業（事業収入・会費・寄附金等）１，１１２［１，２４５］ 

秋葉区在住のひとり暮らし高齢者等（利用会員）の依頼により、ボランティ 

アとして登録する協力会員が自宅を訪問し、見守りや話し相手を兼ねた軽微な 

生活支援を行います。 

介護保険など制度の利用につながる場合もあることから、担当するコーディ 

ネーターが、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所及び区役所と連携を 

図り、利用会員に適切なサービスを提供します。 

 

 

 

３ ボランティア・市民活動の推進 

  ボランティア活動や市民活動に関する区民の相談窓口としての機能を強化し、 

地域福祉活動を担う人材の育成やボランティアの裾野の拡大に努めます。 

 また、災害時における災害ボランティアセンターの円滑な設置・運営を行える 

ための体制を整備します。 

 

（１）ボランティア・市民活動センターの運営（会費・共同募金・補助金）４４４［４０４］ 

ボランティア活動や市民活動に関する区民の相談窓口として、ボランティア

コーディネーターを配置し、活動先の紹介、各種情報提供、ボランティア保険

加入の手続き等を行います。 

① ボランティア・市民活動センター運営委員会 

区社協理事、ボランティア・市民活動団体、福祉施設、企業、大学等の参

画により、秋葉区ボランティア・市民活動センター（以下「センター」とい

う。）の運営・事業について意見交換し、区民に開かれたセンター運営を目

指します。 

 

②ボランティア・市民活動センター情報紙の発行 

秋葉区内のボランティア情報や福祉関係のイベント紹介を中心とした情

報を年３回、「秋葉区社協だより」に掲載し、ボランティア・市民活動の啓

発を図ります。 

 

（２）【拡充】災害ボランティアセンター運営事業（補助金・その他）１９６［１６６］ 

これまでに整備した「災害ボランティアセンターマニュアル」の検証を行う

とともに、地区社協・コミュニティ協議会・関係団体等を対象に災害時や平時

における連携方法について検討するため、災害ボランティアセンター研修会を

開催します。 
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（３）ボランティア・市民活動育成事業（共同募金）３２１［２９３］ 

ボランティア活動・市民活動への興味、関心を高め、地域福祉活動につなが

るよう、人材の育成を行います。 

また、ボランティア活動の充実、継続や新たな取り組みにつながるよう講座

や研修等を開催し支援します。 

【主な事業・講座】 

① ボランティア講座              

② ボランティア交流会 

③ 施設ボランティア受入担当者研修  

④ 個人ボランティアの日（ボランティアサロン） 

 

（４）福祉教育推進事業（総合学習の支援等）（会費）１２０［１１３］ 

学校、地域住民、企業等へ福祉教育プログラムとして、障がいや認知症等に

関する講座を提案し、学びを通して支え合いや思いやりの心を育みます。 

また、社会福祉法人、企業や地域住民との関わりを通して、地域福祉課題を

学び、解決する方法を考え、行動に結びつく力が育まれるよう、プログラムの

企画段階から相談や提案を行います。 

  

（５）元気力アップサポーター制度 

６５歳以上の介護保険第１号被保険者を対象として、介護予防の一層の推進

と高齢者の社会参加を目的とした新潟市の事業です。 

サポーターとして登録し、福祉施設等でボランティア活動を行います。 

 

 

 

４ 広報・啓発活動の推進 

  区社協の活動や地域福祉活動を広く知ってもらうため、多世代に向けた効果的 

 な情報発信を行います。また、住民一人ひとりが福祉に関心を持ち、地域の福祉 

課題の解決に向けた取り組みができるよう意識醸成を図ります。 

 

（１）秋葉区地域福祉推進フォーラムの開催（会費、共同募金、その他）６７９［４８０］ 

地域生活課題、地域の先駆的・実践的な地域福祉活動を発信するため、フォ

ーラムを開催します。また、併せて区内の地域福祉活動等の功労者の表彰式を

行います。 
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（２）広報事業 （会費）１，８５４［１，１８６］ 

①広報紙「秋葉区社協だより」の定期発行 

区民向け広報として「秋葉区社協だより」を年３回発行し、区社協の事業

や地域の先駆的・実践的な地域福祉活動等について、多世代に向けわかりや

すく広報します。 

 

②ホームページ等を活用した広報 

ホームページ（スマートフォン対応）を活用して、事業紹介やイベントの

お知らせなどを多世代に向けて発信します。 

また、ＦＭにいつのボランティア情報コーナー（第３・５金曜・午前１０

時）で毎月イベント等の告知を行います。 

 

 

 

５ 組織・運営の充実 

  理事会・委員会機能を強化し、多様な意見を反映させた開かれた区社協運営 

を図るとともに、安定的な財源（一般会費及び賛助会費）確保をするため、本 

会の役割や事業について区民の理解が得られるよう透明性の高い組織運営に取 

り組みます。 

 

（１）理事会機能の充実 

区社協の組織運営に関する意思決定の機関として、役職員が共に課題に取り

組むことができるよう理事会の機能充実に努めます。 

① 理事会      ［年４回］ 

② 監事会      ［年１回］ 

③ 正・副会長会議  ［年３回］ 

④ 運営検討委員会  ［随 時］ 

 

（２）社会福祉協議会会員会費の安定的確保 

区社協事業に対し、区民、団体、企業等の理解・協力を得るため、様々な機

会に広く事業の周知を行ない、会員会費の安定的確保に努めます。 

 

（３）赤い羽根共同募金運動への協力 

社会福祉法人新潟県共同募金会新潟市共同募金委員会秋葉区分会の事務局を

置き、秋葉区内の赤い羽根共同募金運動推進に協力します。 

 

 



10 

 

 

（４）秋葉区民生委員児童委員連絡協議会との連携 

秋葉区民生委員児童委員会長連絡会及び地区民児協定例会に担当職員が参加

し、民生委員児童委員と連携を図ります。 

 

（５）新潟市社会福祉協議会が運営する介護事業所との連携 

新潟市社会福祉協議会が運営する秋葉区内の介護サービス事業所と常に連携

を図るほか定例会議を行います。 

 

［秋葉区内の新潟市社会福祉協議会の事業所一覧］ 

  事業所名 所在地 主な業務 

１ 秋葉区介護支援センター 秋葉区日宝町 6‐13 ケアマネジメント 

２ 秋葉区訪問介護センター 秋葉区日宝町 6‐13 訪問介護サービス 

   上記事業所の移転を予定しています。 
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